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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　管状に形成されたライニング芯材とこれに未硬化樹脂を含浸させて形成される管状ライ
ニング材が、補修対象の既設管内に導入された状態で硬化され前記既設管の補修が行われ
る既設管補修工法において、
　前記管状ライニング材の導入は、
　前記ライニング芯材に所定量の未硬化樹脂を含浸させた後、前記既設管内に反転動作に
て前記既設管内壁面側に拡張させつつ挿入することにより行われ、
　前記反転挿入動作中に、前記反転した管状ライニング材と前記既設管内壁との間への未
硬化樹脂の進入充填を行うように前記反転挿入方向の前方から未硬化樹脂が供給される未
硬化樹脂供給工程が行われることを特徴とする既設管補修工法。
【請求項２】
　前記管状ライニング材の前記既設管内への反転挿入の前に、
　前記既設管内に可撓性、伸縮性及び前記未硬化樹脂に対する硬化後における付着性を有
する管状不透水膜が導入され、
　前記管状ライニング材の前記既設管内壁面側に拡張させつつ行う反転挿入動作は、前記
管状不透水膜の内側から行われ、
　前記未硬化樹脂供給工程では、前記反転した管状ライニング材外側面と前記既設管内壁
面との間ではなく、前記反転した管状ライニング材外側面と管状不透水膜との間への未硬
化樹脂の進入充填が行われることを特徴とする請求項１に記載の既設管補修工法。
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【請求項３】
　前記反転挿入前の管状ライニング材内には、可撓性、伸縮性及び前記未硬化樹脂に対す
る硬化後における付着性を有する管状不透水膜がその外側面を前記管状ライニング材内側
面に密着させた状態で付着されており、その状態で前記既設管内への反転挿入動作及び前
記未硬化樹脂供給工程が行われ、
　前記未硬化樹脂供給工程では、前記反転した管状ライニング材外側面と前記既設管内壁
面との間ではなく、前記反転して管状ライニング材の外側面側に移動した管状不透水膜と
前記既設管内壁面との間への未硬化樹脂の進入充填が行われることを特徴とする請求項１
に記載の既設管補修工法。
【請求項４】
　前記既設管内への管状ライニング材の導入前に、未硬化樹脂の含浸されていないライニ
ング芯材を導入する未含浸ライニング芯材導入工程を行い、
　その後、前記ライニング芯材の中への前記管状ライニング材の反転挿入動作及び前記未
硬化樹脂供給工程を行い、
　前記未硬化樹脂供給工程では、前記未含浸ライニング芯材への未硬化樹脂の含浸も行わ
れることを特徴とする請求項１に記載の既設管補修工法。
【請求項５】
　前記未含浸ライニング芯材の導入後に行われる前記未含浸ライニング芯材内への前記管
状ライニング材の反転挿入は、
　可撓性、伸縮性及び前記未硬化樹脂に対する硬化後における付着性を有する管状不透水
膜がその外側面を内側面に密着させた状態で付着された管状ライニング材の反転挿入によ
って行われ、
　前記未硬化樹脂供給工程では、前記反転して管状ライニング材の外側面に移動した前記
管状不透水膜の外側に位置する前記未含浸ライニング芯材への未硬化樹脂の含浸充填とし
て行われることを特徴とする請求項４に記載の既設管補修工法。
【請求項６】
　前記ライニング芯材に予め含浸される未硬化樹脂と前記未硬化樹脂供給工程にて供給さ
れる未硬化樹脂は、異なる硬化性を有するものを用いることを特徴とする請求項１から４
の何れか１項に記載の既設管補修工法。
【請求項７】
　前記ライニング芯材に予め含浸される未硬化樹脂として、光硬化性の未硬化樹脂が用い
られ、前記未硬化樹脂供給工程にて供給される未硬化樹脂として熱硬化性の未硬化樹脂が
用いられたことを特徴とする請求項５に記載の既設管補修工法。
【請求項８】
　前記反転挿入動作時における該反転挿入方向の前方からの未硬化樹脂の供給は、
　前記反転挿入動作されている管状ライニング材の前方の既設管内に閉鎖空間を形成し、
該閉鎖空間に前記未硬化樹脂を充満させて未硬化樹脂充満領域とし、前記管状ライニング
材の前記既設管への反転挿入動作は、先頭部を前方の前記未硬化樹脂充満領域に突入させ
つつ行われ、前記未硬化樹脂充満領域は、前記管状ライニング材の挿入動作の進行に伴い
、前記挿入方向に順次移動形成されていくことを特徴とする請求項１から７の何れか１項
に記載の既設管補修工法。
【請求項９】
　前記未硬化樹脂充満領域の形成は、
　前記既設管内を移動可能に設置され、前記閉鎖空間を形成するための閉鎖手段と、前記
閉鎖空間内に未硬化樹脂を所定圧で注入する未硬化樹脂注入機構と、前記閉鎖手段の前反
転挿入方向前方に設けられ既設管内壁面に押接されて制動機能を奏するブレーキ手段と、
を有する未硬化樹脂供給装置により行われることを特徴とする請求項８に記載の既設管補
修工法。
【請求項１０】
　前記未硬化樹脂供給装置の前記ブレーキ手段は、
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　前記未硬化樹脂の注入によって生じる未硬化樹脂充満領域の内圧に対して前記未硬化樹
脂供給装置を制止させ且つ引っ張り移動可能な制動力を生じさせるブラシ状の外表面を有
することを特徴とする既設管補修工法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、既設管補修工法、特に下水道等の様な地中に埋設された既設管内に未硬化状
態の管状ライニング材が導入され、導入後に硬化されて既設管の補修が行われる既設管補
修工法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　日本の下水道普及率は平均６９％であり、都市部では、ほぼ１００％に近い普及率であ
る。この様な現状において、下水管渠の新設事業は一部地方を除いて殆ど無くなり、老朽
管渠の維持管理が重要なものとなっている。下水管渠の総延長は約３６万kmであり、その
うち耐用年数５０年を越えた管渠は７０００km以上となっている。また、今後年間数千km
ずつ増加する見込みである。
【０００３】
　一般に、下水管渠などの地中に埋設される管については、設置からの年数の経過による
様々な変形、例えば、クラックの発生、ズレによる段差の発生、径の変化などが生じるこ
とは不可避であり、そのため、下水管の流下力が低下したり、管内への地下水の浸入によ
る下水処理量が増えたりする問題が起こっている。また、特に変形が生じなくても老朽化
に伴って、事故の未然防止のために換が必要になる等の事情から、既設管は所定の時期に
何らかの補修が必要となるのが現状である。
【０００４】
　現在、下水管路再生補修技術としては、地上からの作業により地面を開削し、老朽化し
た管路を地上から掘り出して新管を入れる作業方法、非開削で管の内部から管内面を補修
する作業方法、更に、非開削で新管を入れる方法などが採用されている。この非開削で新
管を挿入する補修工法として、従来、管更生工法と呼ばれている補修技術が採用されてお
り、この技術は、既設管にガラス繊維等のスリーブに未硬化樹脂を含浸させて出来た工場
生産の管状ライニング材を既設の下水道管に導入して、圧力空気等を用いて拡径し、既設
管に密着させた状態で、硬化させて既設管中にFRP新管を形成するものである。
【０００５】
　例えば、特許文献１（特開平６－２４６８３０号）や、特許文献２（特開２００４－１
８８８１８号）には、その様な未硬化のライニング管を反転させて、加圧空気や温水によ
って進行させ、既設管に導入した後、熱や光により硬化させて管の補修を行うライニング
工法が開示されている。
【０００６】
【特許文献１】特開平６－２４６８３０号公報
【特許文献２】特開２００４－１８８８１８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記のような未硬化樹脂の含浸されたライニング芯材を既設管内に反転導入し、その後
硬化させて既設管の補修を行う技術には、以下の問題がある。
【０００８】
　（ｉ）上述の管状ライニング材は、未硬化ではあるが、成形された状態にあり、その管
状ライニング材の既設管への導入の際には、既設管の内壁面に管状ライニング材が接触し
たとしても既設管の破損部（亀裂）等への樹脂の浸透などは期待できない。したがって、
現状の管状ライニング材では、導入される既設管その物に対する補修作用は期待できなか
った。更に、硬化過程では管状ライニング材が収縮するため、硬化した管状ライニング材
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と既設管内壁面との間に隙間が生じる可能性がある。この様な隙間の発生は、地下水の浸
入路の生じる原因となり、また、管状ライニング材と既設管との一体化が阻害される原因
となる。
【０００９】
　（ｉｉ）地中に埋設された状態において、土圧、水圧、路面上の車輌等による荷重に等
に長期的に耐えうるようにするため、管状ライニング材は厚肉のものとなる場合が多い。
したがって、生産コスト、工場から現場までの運送費が高くなる傾向があり、施工におい
ては既設管へのライニング材挿入作業の困難性が増加するという不都合も生じている。
【００１０】
　（ｉｉｉ）その他、工場にて熱硬化性樹脂の含浸の終了した状態の従来の管状ライニン
グ材の場合、日持ちが悪いという問題もあった。すなわち、熱硬化性のライニング材を使
用する場合、設定されている硬化温度以上、例えば６０℃～７０℃程度以上で急激な反応
による硬化が起こるが、大気温度においても徐々に硬化は進行する。従って、工場にて製
造した後、長時間、未使用の状態とすることができず、管理の困難性も有していた。
【００１１】
　本発明は、上記従来技術の管状ライニング材による既設管補修の欠点に鑑みてなされた
ものであり、その目的は、管状ライニング材の運搬や既設管への導入の容易化を図ると共
に完成時の耐久性の確保及び、既設管表面の破損箇所の適切な補修を可能とする既設管補
修工法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するため、請求項１に係る既設管補修工法は、
　管状に形成されたライニング芯材とこれに未硬化樹脂を含浸させて形成される管状ライ
ニング材が、補修対象の既設管内に導入された状態で硬化され前記既設管の補修が行われ
る既設管補修工法において、前記管状ライニング材の導入は、前記ライニング芯材に所定
量の未硬化樹脂を含浸させた後、前記既設管内に反転動作にて前記既設管内壁面側に拡張
させつつ挿入することにより行われ、前記反転挿入動作中に、前記反転した管状ライニン
グ材と前記既設管内壁との間への未硬化樹脂の進入充填を行うように前記反転挿入方向の
前方から未硬化樹脂が供給される未硬化樹脂供給工程が行われることを特徴とする。
【００１３】
　この構成によれば、反転する管状ライニング材と既設管内壁との間には未硬化樹脂が充
填されて行くので、管状ライニング材とその外側の未硬化の樹脂層が硬化すると全体とし
て１つのラインニング管、すなわち、１つの更生管が完成する。これにより、現場である
既設管内において厚みの十分な強度の高い更生管が設置されることとなる。
【００１４】
　したがって、まず、予め工場にて製造される管状ライニング材は従来のものよりも薄い
ものを用いることが可能となる。更に、管状ライニング材は製造時には１００％の樹脂の
含浸状態とする必要がない。すなわち、既設管内に反転挿入され後にその外側に未硬化樹
脂が充填されるのでその段階で、完全な未硬化樹脂の含浸がなされる。したがって、工場
における管状ライニング材の製造は、薄型化、更には未硬化樹脂の含浸量の少量化が図ら
れ、軽量化が達成される。従って、製造時間の短縮や運搬の容易化が達成される。
【００１５】
　また、反転挿入後に管状ライニング材の外側に充填される未硬化樹脂は、反転管状ライ
ニング材の外周囲に樹脂層を形成すると同時に既設管の破損部に浸透する。したがって、
既設管の内壁面に生じているクラックなどの補修が同時に図られる。更に、この樹脂の既
設管内壁面への侵入は、樹脂の硬化時の収縮による既設管内壁面との間の隙間の発生を効
果的に抑制することが可能である。
【００１６】
　また、反転後、内側に位置する管状ライニング材は、所定量の未硬化樹脂が含浸されて
いることから、例えば、工場などで未硬化樹脂の含浸を行う過程で、気泡を除去する手段
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によって樹脂中の気泡含有量を所定の含有率以下まで下げることが可能である。施工現場
である既設管にて未硬化樹脂の含浸を行う場合、的確な脱泡は困難であり、全体を未含浸
の芯材から構成する場合、非常に薄い（３ｍｍ～５ｍｍ程度）厚さの芯材とせざるを得な
いので、所定量の樹脂含浸を行った管状ライニング材の導入により、少なくとも気泡の除
去された更生管の層の確保が図られる。
【００１７】
　なお、既設管内にて完成する更生管の内側面は、工場製造の管状ライニング材で構成さ
れることとなるが、この工場製造の管状ライニング材は、現場における未硬化樹脂の含浸
に比し、表面の平滑性を保った状態で安定化させておくことができる。したがって、更生
管が全体として完成した状態における内側面の状態を良好な平滑面とすることが可能とな
っている。
【００１８】
　　請求項２に係る既設管補修工法は、
　前記管状ライニング材の前記既設管内への反転挿入の前に、前記既設管内に可撓性、伸
縮性及び前記未硬化樹脂に対する硬化後における付着性を有する管状不透水膜が導入され
、前記管状ライニング材の前記既設管内壁面側に拡張させつつ行う反転挿入動作は、前記
管状不透水膜の内側から行われ、前記未硬化樹脂供給工程では、前記反転した管状ライニ
ング材外側面と前記既設管内壁面との間ではなく、前記反転した管状ライニング材外側面
と管状不透水膜との間への未硬化樹脂の進入充填が行われることを特徴とする。
【００１９】
　この構成によれば、反転挿入される管状ライニング材の外側には既に、可撓性、伸縮性
及び未硬化樹脂に対する硬化後における付着性を有する不透水の膜が存在している。すな
わち、この不透水膜は、進入充填される未硬化樹脂に対してそれが硬化過程を経た後、的
確に付着した状態が保たれている。この管状不透水膜は、例えば、ポリエステルなどのよ
うな材料から形成され、更には、ナイロン繊維、ビニロン繊維、綿などで織ったジャケッ
ト（外皮層）を付加して補強することも好適である。
【００２０】
　上記性質を有する管状不透水膜の存在により、例えば、地震時等によって地盤変状が生
じ、外側の既設管の結合位置や途中位置、更に内側の管状ライニング材に亀裂などによる
隙間や変形が生じた様な場合、管状不透水膜はその可撓性及び伸縮性によってこの隙間等
をカバーすることができる。したがって、その部分での水密性を維持することができ、二
次災害の防止が図られる。また、既設管に生じている亀裂等により、既設管への地下水の
漏入が生じており、その影響で、管状ライニング材の樹脂の硬化作業に支障が生じている
ような場合、この管状不透水膜の存在により、地下水の侵入の抑止がなされ、また硬化前
の管状ライニング材への地下水の直接の接触も確実に防止することができる。なお、工場
にて製造する管状ライニング材の軽量化などの作用は請求項１と同様に得ることが可能で
ある。
【００２１】
　請求項３に係る既設管補修工法は、
　前記反転挿入前の管状ライニング材内には、可撓性、伸縮性及び前記未硬化樹脂に対す
る硬化後における付着性を有する管状不透水膜がその外側面を前記管状ライニング材内側
面に密着させた状態で付着されており、その状態で前記既設管内への反転挿入動作及び前
記未硬化樹脂供給工程が行われ前記未硬化樹脂供給工程では、前記反転した管状ライニン
グ材外側面と前記既設管内壁面との間ではなく、前記反転して管状ライニング材の外側面
側に移動した管状不透水膜と前記既設管内壁面との間への未硬化樹脂の進入充填が行われ
ることを特徴とする。
【００２２】
　この構成によれば、反転挿入された管状ライニング材の外表面には、管状不透水膜が存
在し、更に、その外側には未硬化樹脂が進入充填される。したがって、これらが硬化した
ときには、既設管内には、中間層として管状不透水膜が存在する一体的な更生管が完成す
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る。したがって、上述の請求項１で述べた最外層に未硬化の樹脂が進入充填される種々の
作用に加えて、請求項２で述べた可撓性及び伸縮性を有する管状不透水膜の機能を併せ持
つ更生管が得られる。例えば、既設管の形状変化が生じて、最外層の更生管部分、更には
内側の更生管部分に破損が生じた場合でも、管状不透水膜が止水機能を発揮することがで
きる。なお、工場にて製造する管状ライニング材の軽量化などの作用は請求項１と同様に
得ることが可能である。
【００２３】
　請求項４に係る既設管補修工法は、
　前記既設管内への管状ライニング材の導入前に、未硬化樹脂の含浸されていないライニ
ング芯材を導入する未含浸ライニング芯材導入工程を行い、その後、前記ライニング芯材
の中への前記管状ライニング材の反転挿入動作及び前記未硬化樹脂供給工程を行い、前記
未硬化樹脂供給工程では、前記未含浸ライニング芯材への未硬化樹脂の含浸も行われるこ
とを特徴とする。
【００２４】
　この構成によれば、硬化後において全体として芯材の存在する十分な厚さを有する強度
の高い更生管を現場である既設管内で完成させることができる。また、未硬化樹脂の進入
充填は、全く樹脂の充填されていない外側の未含浸ライニング芯材と内側の所定の樹脂含
浸の行われている管状ライニング材との間に対してなされる。したがって、未硬化樹脂は
、未含浸ライニング芯材に含浸されて行き、更にはその外側の既設管の内壁まで達し、既
設管に凹部やクラックが存在する場合にはそこに進入し、上述したそれらの補修作用等の
効果を発揮する。
【００２５】
　また、同時に内側の管状ライニング材への含浸も行われ、全体として十分に樹脂の含浸
された一体的な全体に芯材入りの更生管を設置することができる。
【００２６】
　請求項５に係る既設管補修工法は、
　前記未含浸ライニング芯材の導入後に行われる前記未含浸ライニング芯材内への前記管
状ライニング材の反転挿入は、可撓性、伸縮性及び前記未硬化樹脂に対する硬化後におけ
る付着性を有する管状不透水膜がその外側面を内側面に密着させた状態で付着された管状
ライニング材の反転挿入によって行われ、前記未硬化樹脂供給工程では、前記反転して管
状ライニング材の外側面に移動した前記管状不透水膜の外側に位置する前記未含浸ライニ
ング芯材への未硬化樹脂の含浸充填として行われることを特徴とする。
【００２７】
　この構成によれば、上述した請求項３によって得られる更生管と同様に、管状不透水膜
が中間層として存在する一体的な更生管が完成する。そして、請求項３と異なる点は、既
設管に接触する最外層の部分にも芯材が存在するライニング管を形成できることであり、
一体的に完成する更生管の信頼性をより高いものとすることができる。また、上述の請求
項３の構成で得られる作用である請求項１で述べた最外層に未硬化の樹脂が進入充填され
る種々の作用、請求項２で述べた可撓性及び伸縮性を有する管状不透水膜の存在による柔
軟性のある止水作用等も同様に奏することが可能である。なお、工場にて製造する管状ラ
イニング材の軽量化などの作用は請求項１と同様に得ることが可能である。
【００２８】
　請求項６に係る既設管補修工法は、
　前記ライニング芯材に予め含浸される未硬化樹脂と前記未硬化樹脂供給工程にて供給さ
れる未硬化樹脂は、異なる硬化性を有するものを用いることを特徴とする。この構成によ
れば、より的確な更生管の硬化作用を得るために、例えば、熱硬化性の樹脂において硬化
温度の異なる樹脂を内側の層と外側の層に適用することなどを簡単に行うことが可能であ
る。すなわち、内側の管状ライニング材と外側の充填樹脂層は別々に形成されるので、内
側よりも外側の層をより低い温度で硬化する樹脂とするような使用態様を取ることにより
上記異なる硬化性のライニング層を簡単に構成することができる。
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【００２９】
　請求項７に係る既設管補修工法は、
　前記ライニング芯材に予め含浸される未硬化樹脂として、光硬化性の未硬化樹脂が用い
られ、前記未硬化樹脂供給工程にて供給される未硬化樹脂として熱硬化性の未硬化樹脂が
用いられたことを特徴とする。この構成によれば、上述した既設管内壁面の的確な補修や
工場における管状ライニング材の製造の容易化等を図るだけでなく同時に厚さの十分なラ
イニング管の的確な硬化作業が達成される。すなわち、内側の管状ライニング材が光硬化
型、後に充填されて形成される樹脂層が熱硬化型とされることで、内側層の光硬化時に発
生する熱を利用して、外側層の硬化の促進や補助を行うことができる。すなわち、本発明
の工場製造部分と既設管内形成部分の合体という特徴によって、光硬化と熱硬化の利点を
併せて備えるライニング管を容易に構成することができるものである。
【００３０】
　請求項８に係る既設管補修工法は、
　前記反転挿入動作時における該反転挿入方向の前方からの未硬化樹脂の供給は、前記反
転挿入動作されている管状ライニング材の前方の既設管内に閉鎖空間を形成し、該閉鎖空
間に前記未硬化樹脂を充満させて未硬化樹脂充満領域とし、前記管状ライニング材の前記
既設管への反転挿入動作は、先頭部を前方の前記未硬化樹脂充満領域に突入させつつ行わ
れ、前記未硬化樹脂充満領域は、前記管状ライニング材の挿入動作の進行に伴い、前記挿
入方向に順次移動形成されていくことを特徴とする。
【００３１】
　この構成によれば、反転挿入される管状ライニング材の外側への未硬化樹脂の進入充填
を簡単な構成により、常に的確に達成することが可能となる。
【００３２】
　請求項９に係る既設管補修工法は、
　前記未硬化樹脂充満領域の形成が、前記既設管内を移動可能に設置され、前記閉鎖空間
を形成するための閉鎖手段と、前記閉鎖空間内に未硬化樹脂を所定圧で注入する未硬化樹
脂注入機構と、前記閉鎖手段の前反転挿入方向前方に設けられ既設管内壁面に押接されて
制動機能を奏するブレーキ手段と、を有する未硬化樹脂供給装置により行われることを特
徴とする。
  この構成によれば、閉鎖手段により既設管内に仕切りを形成し、それを境にして未硬化
樹脂を溜めるための空間を確保することができ、未硬化樹脂注入機構によりその空間に未
硬化樹脂の充満領域を形成することで簡単に未硬化樹脂充満領域の形成が可能となる。し
たがって、反転挿入される管状ライニング材の外側への未硬化樹脂の的確な進入充填を簡
単な構成により達成することができる。また、ブレーキ手段による制動により、未硬化樹
脂充満領域内の樹脂の圧力状態を的確に保持調整することが可能となる。
【００３３】
　請求項１０に係る既設管補修工法は、
　前記未硬化樹脂供給装置の前記ブレーキ手段が、前記未硬化樹脂の注入によって生じる
未硬化樹脂充満領域の内圧に対して前記未硬化樹脂供給装置を制止させ且つ前方側からの
引っ張り動作による移動を可能とする制動力を生じさせるブラシ状の外表面を有すること
を特徴とする。この様に、ブレーキ手段をブラシ状の外表面を有する構成としたことで、
制止力の供給と移動動作の許容という相反する作用の確保が容易となる。すなわち、ブラ
シの毛に当たる部分の硬度や量の調整により制動力の微調整を比較的容易に行うことがで
きる。
【発明の効果】
【００３４】
　本発明に係る既設管補修工法によれば、工場で製造する管状ライニング材の薄型化や未
硬化樹脂の充填作業を低減させることができ、コストの抑制及び施工現場への管状ライニ
ング材の運搬や既設管への導入の容易化を図ることができる。また、更生管の複数の層の
形成により、層毎に性質のバリエーションを持たせることが可能となり、更に加えて、既
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設管内における完成時においては、更生管の気泡の除去性や内表面の平滑性などに優れる
高品質性と十分な強度、耐久性の確保、更に、既設管内壁面の破損箇所等への適切な補修
も同時に達成される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　以下、図面に基づいて本発明の実施の形態について詳細に説明する。図１は、本発明の
既設管補修方法の実施の形態を示す概略説明図であり、一般的な構成の下水道システムに
適用している例を示している。なお、図において、下水道本管１０の内径や長さに対する
種々の導入部材（後述の管状ライニング材１２等）の厚さの表示は、構造の理解を容易化
なものとするために実際のサイズ比とは異なる状態で示している（以下の図においても同
様）。
【００３６】
　図示のように、所定間隔を置いて設置されたマンホール１００と１０２との間には補修
対象の既設管である下水道本管１０が配置されている。この下水道本管１０を本発明方法
を用いて補修するものであり、下水道本管１０内には実施の形態に係る既設管補修方法を
実施するための種々の部材及び装置が設置されている。
【００３７】
　すなわち、マンホール１００から管状ライニング材１２が２つのローラ４００間を通っ
て導入されており、マンホール１００の近傍の地上に設置された図示しない管状ライニン
グ材１２の送り機構から順次送り出され、マンホール１００を通って下水道本管１０に挿
入されている。なお、図示のように、下水道本管１０の入り口開口部から、上記ローラ４
００、更に図示していない管状ライニング材１２の送り機構までは、覆い管５００によっ
て密閉カバーされており、この覆い管５００内で加圧空気（温風等）を送ることなどによ
り管状ライニング材１２の挿入が行われるものである。
【００３８】
　この挿入は、いわゆる反転挿入であり、管状ライニング材１２は表裏逆になりながら挿
入されて行く。その際、管状ライニング材１２には内側に矢印２００で示したように上述
の加圧空気が送り込まれ、その圧力により反転挿入が進行していくものである。この反転
用の加圧空気の気圧は、例えば、０．０３～０．０７Mpa程度である。この加圧空気の送
り込みのため、下水道本管１０の１００側の開口部には、供給管１４が密閉設置されてお
り、上記管状ライニング材１２の導入は、この供給管１４の中を通して行われる。
【００３９】
　また、反転挿入される管状ライニング材１２の反転挿入方向の先端部の前方には、未硬
化樹脂充満領域Ｘが存在している。すなわち、管状ライニング材１２の反転挿入は、この
未硬化樹脂充満領域Ｘにその先頭部を突入させて行く動作によって行われる。
【００４０】
　この未硬化樹脂充満領域Ｘの前方には未硬化樹脂充満領域Ｘを形成するための未硬化樹
脂供給装置１６が設置されており、本実施の形態では、未硬化樹脂供給装置１６は、例え
ば、略円筒形状に形成された装置本体部１６ａを有しており、その内部には、未硬化樹脂
を加圧供給するためのポンプ（図示せず）が設けられている。未硬化樹脂は、例えば、地
上に設置された未硬化樹脂貯留タンク（図示せず）の未硬化樹脂がマンホール１０２側か
ら供給ホース２２を介して供給される。
【００４１】
　また、未硬化樹脂供給装置１６には、下水道本管１０を閉鎖するための閉鎖手段が設け
られていることである。本実施の形態では、装置本体部１６ａの外側部に設けられた３列
のパッキン２４によって形成されており、この部分で下水道本管１０は閉塞されている。
これにより、管状ライニング材１２の先頭部の前方領域には閉鎖空間が形成されており、
この閉鎖空間に未硬化樹脂が供給され、未硬化樹脂充満領域Ｘが形成される。未硬化樹脂
の供給は、供給ホース２２を介して送られてきた未硬化樹脂を装置本体部１６ａに設けら
れた注入口１７から上記閉鎖空間に送り込むことにより行われる。なお、ここに形成され
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る未硬化樹脂充満領域Ｘの樹脂圧力は、上述の反転用の加圧空気の気圧（例えば、０．０
３～０．０７Mpa）と同程度であり、その樹脂圧力が得られるように注入口からの樹脂供
給が行われる。
【００４２】
　また、上述の未硬化樹脂充満領域Ｘ内の樹脂圧力を適切な値に保つため未硬化樹脂供給
装置１６に制動をかけるブレーキ手段を設けることが好適であり、本実施の形態では、装
置本体１６ａの前方にブレーキ装置２０が設けられており、外方へ伸長可能な制動部２０
ａを有し、この制動部２０ａを下水道本管１０の内壁面に押圧当接させてブレーキ作用を
発揮させるものである。
【００４３】
　なお、図示していないが、管状ライニング材１２の反転挿入動作中に未硬化樹脂充満領
域Ｘの上部領域に空気が溜まったような場合にこれを未硬化樹脂充満領域Ｘ外に抜き出す
ための空気抜き通路を未硬化樹脂供給装置１６の上部に設けることも好適である。例えば
、未硬化樹脂充満領域Ｘの上部領域に一端側が位置し、他端が装置本体部１６ａよりも挿
入進行方向の前方（図上右側）に位置するように両端開口の空気抜き管を装置本体部１６
ａに取り付けることで構成することができる。
【００４４】
　次に、図２は、実施の形態における本発明の特徴的部分を説明するための部分拡大説明
図であり、図示のように、反転挿入される管状ライニング材１２の先頭部の状態が示され
ている。上述のように、管状ライニング材１２の反転している先頭部は、未硬化樹脂充満
領域Ｘの中に在り、管状ライニング材１２の進行に伴って、未硬化樹脂充満領域Ｘに充満
している未硬化樹脂は、管状ライニング材１２の外側、すなわち、下水道本管１０の内壁
面と管状ライニング材１２の外側面との管に進入充填されて行く。
【００４５】
　したがって、既設管である下水道本管１０の内側に新たに形成される更生管を構成する
樹脂の厚さは、工場製造された管状ライニング材１２とその外側の下水道本管１０内で充
填された樹脂層の併せられた厚さＷとなる。なお、管状ライニング材１２の外側に充填さ
れる充填樹脂層の厚さは、未硬化樹脂充満領域Ｘ内の樹脂圧の調整によって変更すること
ができ、補修対象の下水道本管１０の径や状態に応じて調整される。
【００４６】
　この実施の形態によれば、反転挿入される管状ライニング材１２は、工場において完全
に未硬化樹脂の含浸を行っておく必要がない。すなわち、上述の下水道本管１０内での未
硬化樹脂の供給により、管状ライニング材１２には更なる樹脂の含浸が行われるので、工
場では完成状態の含浸には満たない程度の含浸状態で足りる。
【００４７】
　また、反転後、内側に位置する管状ライニング材にある程度の含浸を工場で行っておく
ことにより、予め気泡を除去した状態での未硬化樹脂の含浸状態を確保することができる
。したがって、完成後の更生管に的確に脱泡された高品質の層を確保することができる。
したがって、全く未含浸の芯材を既設管に導入し、施工現場である既設管にて未硬化樹脂
を含浸させる場合に比し、更生管の信頼性は高いものとなる。
【００４８】
　更に、下水道本管１０という施工現場において全ての含浸作業を行う場合に比し、その
平滑化を的確に確保しておくことができる。したがって、完成時に最内側に位置する管状
ライニング材１２の内表面の平滑な状態により、完成した更生管の内表面の平滑性も確保
される。
【００４９】
　なお、管状ライニング材を完全な未硬化樹脂の含浸状態とした場合、施工前にそれを保
管している状態で、管状ライニング材における樹脂の片寄りが生じやすいという問題もあ
る。すなわち、含浸された樹脂の厚さにムラが発生するおそれもある。本実施の形態のよ
うに、完全含浸ではなくそれに満たない量のある程度の含浸により、この様な片寄りも防
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止することができる。
【００５０】
　上記のように、管状ライニング材１２とその外側の未硬化樹脂層の硬化によって全体と
して１つのラインニング管、すなわち、１つの更生管が完成するので、施工現場における
厚みの十分な強度の高い耐久性に優れた更生管の設置が達成される。これにより、予め工
場にて製造される管状ライニング材１２は従来のものより少ない樹脂の含浸量や小さい厚
さとすることができ、軽量化が達成される。従って、製造時間の短縮や施工現場への運搬
の容易化が達成される。
【００５１】
　更に、反転挿入後に管状ライニング材１２の外側に充填される未硬化樹脂は、下水道本
管１０の内壁面に生じている亀裂や凹部にも浸透、進入する。したがって、既設管の内壁
面の補修が同時に図られる。更に、この樹脂の既設管内壁面への侵入は、樹脂の硬化時の
収縮による既設管内壁面との間の隙間の発生を効果的に抑制する。
【００５２】
　なお、管状ライニング材１２は、ライニング芯材に未硬化樹脂を含浸させることにより
形成されるが、ライニング芯材は、例えば、ガラス繊維や、フェルト（不織布）、もしく
は両方の組み合わせたもの等から構成され、樹脂を含浸する作用を有する。また、含浸さ
れる未硬化樹脂は、例えば、ビニエステル樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂
などである。
【００５３】
　図３は、他の実施の形態を示しており、上記実施の形態と同様の要素には同一の符号を
付している。図示のように、本実施の形態では、所定量の未硬化樹脂の含浸された管状ラ
イニング材１２が下水道本管１０内への反転挿入される前に、下水道本管１０内に可撓性
、伸縮性を有し、且つ管状ライニング材１２に含浸されている未硬化樹脂及び未硬化樹脂
充満領域Ｘに充満されている未硬化樹脂に対するその硬化後における付着性を有する管状
の不透水膜３０が導入される。この管状不透水膜３０は、少なくとも下水道本管１０の内
径よりもやや大きな径として拡張可能であり、また、既設管の変形に追随可能な程度に可
撓性を有している。例えば、ポリエステルなどのような材料から形成することができ、ナ
イロン繊維、ビニロン繊維、綿などで織ったジャケット（外皮層）を付加して補強するこ
とも好適である。
【００５４】
　本実施の形態では、管状ライニング材１２の反転挿入動作は、管状不透水膜３０の内側
から行われ、管状ライニング材１２の拡張は管状不透水膜３０を下水道本管１０内壁面に
押し付けるように行われて行く。また、未硬化樹脂充満領域Ｘに充満している未硬化樹脂
は、反転した管状ライニング材１２の外側面と管状不透水膜３０との間に進入充填して行
く。この進入充填により、管状ライニング材１２への未硬化樹脂の含浸が十分に補完され
ると共に管状ライニング材１２の外側に樹脂層が追加される。
【００５５】
　管状ライニング材１２の外側には既に、管状不透水膜３０が存在しているので下水道本
管１０内壁面の亀裂や凹部などへの未硬化樹脂の直接の侵入は起こらないが、管状不透水
膜３０が可撓性及び伸縮性を有していることから、その伸張の生じる範囲で未硬化樹脂の
侵入も生じる。そして、この管状不透水膜３０の存在により、地震時等による地盤変状に
より、下水道本管１０の結合箇所などで隙間や変形が生じたり、割れ目が生じた様な場合
、管状不透水膜３０はその伸縮の許容範囲において、伸張或いは変形し、それらの隙間等
を被覆することができる。
【００５６】
　この管状不透水膜３０の作用は、その外側の下水道本管１０に対してだけでなく、管状
不透水膜３０の内側に形成される更生管（管状ライニング材１２とその外側の樹脂層）に
上記のような変形や隙間の発生が生じた場合も同様に機能するものである。したがって、
その部分での水密性を暫時維持することができ、更なる補修が行われるまでの下水道本管
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１０からの漏水などの二次災害の防止が図られる。
【００５７】
　また、下水道本管１０に生じている亀裂等から下水道本管１０内への地下水の漏入が生
じているような場合、この管状不透水膜３０の存在により、地下水の下水道本管１０内へ
の侵入の抑止が図られ、浸水による管状ライニング材１２の樹脂の硬化作業への悪影響を
回避することができる。例えば、管状ライニング材１２が硬化する前に地下水が直接、管
状ライニング材１２にかかって硬化作用を止めるような事態を防止することができる。ま
た、逆に、下水道本管１０に比較的大きな亀裂が生じているような場合、下水道本管１０
内で充填された未硬化樹脂がその亀裂を通って下水道本管１０外へ漏出していくことをこ
の管状不透水膜３０の存在によって確実に防止することができる。
【００５８】
　更に、管状不透水膜３０の少なくとも管状ライニング材１２に接触する側の面は、未硬
化樹脂に対する硬化後における付着性を有しているので、管状ライニング材１２の外側に
充填された樹脂が硬化した後、確実にその硬化樹脂に付着している。
【００５９】
　また、反転挿入された管状ライニング材１２とその外側に充填された未硬化樹脂の層に
よって、一体的な新たな更生管が形成され、十分な強度と耐久性が得られること、更に、
工場にて製造する管状ライニング材１２の軽量化、更生管の最内面の平滑性の確保などの
作用、工場にて製造するある程度樹脂の含浸がなされた管状ライニング材１２の存在によ
る気泡の的確に除去された更生管層の確保等の作用は、は、上記図２の実施に形態にかか
るものと同様である。
【００６０】
　なお、管状不透水膜３０の外表面にゴム製の被膜を施すことも好適であり、その伸張性
により、既設管である下水道本管１０の変形等に対する防水性を保持した状態での追従性
が向上する。
【００６１】
　図４は、更に他の実施の形態を示しており、上記各実施の形態と同様の要素には同一の
符号を付している。図示のように、本実施の形態では、反転挿入される前の管状ライニン
グ材１２の内に、予め、上述の管状不透水膜３０がその外側面を管状ライニング材１２の
内側面に密着させた状態で付着されている。３０の性質、機能については、上述のものと
同様である。そして、管状ライニング材１２は、３０を内側面に付着させた状態で、下水
道本管１０内に反転挿入されている。
【００６２】
　そして、未硬化樹脂供給工程としての未硬化樹脂充満領域Ｘの未硬化樹脂の進入充填は
、反転して管状ライニング材１２の外側面側に移動した管状不透水膜３０と下水道本管１
０管内壁面との間に行われる。したがって、反転挿入された管状ライニング材１２の外表
面には、管状不透水膜３０が存在し、更にその外側には未硬化樹脂充満領域Ｘから未硬化
樹脂が進入充填される。したがって、これらが硬化したときには、下水道本管１０内には
、中間層として管状不透水膜３０が存在する３層から成る一体的な更生管が完成する。本
実施の形態では、管状不透水膜３０は両面とも樹脂に対する付着性を有しており、内外層
の未硬化樹脂が硬化した状態ではその両面がしっかりと硬化樹脂層に付着している。
【００６３】
　この様に、本実施の形態では、上述の図２で述べた最外層に未硬化の樹脂が進入充填さ
れる実施の形態の種々の利点と、図３で述べた可撓性及び伸縮性を有する管状不透水膜３
０の機能による利点とを併せ持つ更生管が形成される。例えば、下水道本管１０に形状変
化が生じて、最外層の更生管部分（進入充填された層）、更には内側の更生管部分（管状
ライニング材１２）に破損が生じた場合でも、管状不透水膜３０が伸張、変形して止水機
能を発揮することができる。
【００６４】
　なお、反転挿入された管状ライニング材１２とその外側に充填された未硬化樹脂の層に
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よって、一体的な新たな更生管が形成され、十分な強度と耐久性が得られること、更に、
工場にて製造する管状ライニング材１２の軽量化、更生管の最内面の平滑性の確保などの
作用、工場にて製造するある程度、樹脂の含浸がなされた管状ライニング材１２の存在に
よる気泡の的確に除去された更生管層の確保等の作用は、上記図２の実施に形態にかかる
ものと同様である。
【００６５】
　図５は、更に他の実施の形態を示しており、上記各実施の形態と同様の要素には同一の
符号を付している。図示のように、本実施の形態では、下水道本管１０内への管状ライニ
ング材１２の導入前に、下水道本管１０内に未硬化樹脂の含浸されていないライニング芯
材５０を導入している（未含浸ライニング芯材導入工程）。その後、このライニング芯材
５０の中への管状ライニング材１２の反転挿入が行われる。そして、未硬化樹脂供給工程
としての未硬化樹脂の未硬化樹脂充満領域Ｘからの進入充填は、管状ライニング材１２へ
の補完的な含浸と共にその外側のライニング芯材５０に対する未硬化樹脂の含浸として行
われる。そして、この実施の形態では、外側のライニング芯材５０の含浸が進んだ状態で
は更にその外側に未硬化樹脂が進入し、下水道本管１０内壁面の凹部などへの侵入も生じ
る。
【００６６】
　本実施の形態では、上記各実施の形態とは異なり管状ライニング材１２の外側に施工時
に形成されるライニング層にも芯材が存在しており、硬化後において全体として芯材の存
在する十分な厚さを有する強度の高い更生管が得られる。また、上述のように、未硬化樹
脂は、下水道本管１０の内壁まで達するので、下水道本管１０内壁面の凹部やクラックに
対する補修作用や樹脂の硬化時の収縮に伴う隙間の発止の防止機能も奏することができる
。
【００６７】
　なお、反転挿入された管状ライニング材１２とその外側に充填された未硬化樹脂の層に
よって、一体的な新たな更生管が形成され、十分な強度と耐久性が得られること、更に、
工場にて製造する管状ライニング材１２の軽量化、更生管の最内面の平滑性の確保などの
作用、工場にて製造するある程度、樹脂の含浸がなされた管状ライニング材１２の存在に
よる気泡が的確に除去された更生管層の確保等の作用は、上記図２の実施に形態にかかる
ものと同様である。
【００６８】
　また、図示していないが、図後に示した実施の形態において、外側に設置されるライニ
ング芯材５０の更に外側、すなわち、下水道本管１０に接する側に、上述した管状不透水
膜３０が設置される様に、各層の挿入動作を行うことも可能であり、その場合、ライニン
グ芯材５０から更に外方へ進出する未硬化樹脂の下水道本管１０内の亀裂などへの侵入は
生じないが、上述した管状不透水膜３０の伸縮性や可撓性による下水道本管１０や完成し
た更生管の変形や破損に対する補完作用を奏することができる。
【００６９】
　図６は、更に他の実施の形態を示しており、上記各実施の形態と同様の要素には同一の
符号を付している。図示のように、本実施の形態では、図５に示した実施の形態における
未含浸ライニング芯材５０の導入後に行われるその未含浸ライニング芯材５０内側への管
状ライニング材１２の反転挿入に特徴を有している。すなわち、管状ライニング材１２内
には、上述の性質を有する管状不透水膜３０が付着されている。管状ライニング材１２の
反転挿入は、その内側面に管状不透水膜３０を密着させた状態で行われている。したがっ
て、未硬化樹脂供給工程としての未硬化樹脂充満領域Ｘからの未硬化樹脂の進入充填は、
反転して管状ライニング材１２の外側面に移動した管状不透水膜３０の外側に位置する未
含浸ライニング芯材５０への進入充填として行われる。
【００７０】
　したがって、完成する更生管の構成は、管状不透水膜３０が中間層として存在する３層
の一体的な更生管となる。そして、上記図４の実施に形態と異なる点は、下水道本管１０
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に接触する最外層のライニング層部分にも芯材が存在するライニング管が形成できること
である。したがって、図４に示した実施の形態にかかる補修工法の全ての作用効果をそう
すると共に、一体的に完成する更生管の強度、耐久性等の信頼性をより高いものとするこ
とができる。
【００７１】
　なお、反転挿入された管状ライニング材１２とその外側に充填された未硬化樹脂の層に
よって、一体的な新たな更生管が形成され、十分な強度と耐久性が得られること、更に、
工場にて製造する管状ライニング材１２の軽量化、更生管の最内面の平滑性の確保などの
作用、工場にて製造するある程度、樹脂の含浸がなされた管状ライニング材１２の存在に
よる気泡の的確に除去された更生管層の確保等の作用は、上記図２の実施に形態にかかる
ものと同様である。
【００７２】
　図７は、更に他の実施の形態を示しており、上記各実施の形態と同様の要素には同一の
符号を付している。本実施の形態では、ライニング芯材１２に予め含浸される未硬化樹脂
と未硬化樹脂供給工程にて未硬化樹脂充満領域Ｘからの進入充填で形成される樹脂層７０
の樹脂とで、異なる硬化性を有する樹脂が用いられている。
【００７３】
　本実施の形態では、例えば、内側の管状ライニング材１２に予め含浸される未硬化樹脂
として光硬化性の未硬化樹脂を用い、外側の樹脂層７０の樹脂、すなわち未硬化樹脂充満
領域Ｘに充填される樹脂として熱硬化性の未硬化樹脂を用いている。したがって、上述し
た下水道本管１０内壁面の的確な補修や工場における管状ライニング材１２の製造の容易
化等を図るだけでなく、同時に厚さの十分なライニング管に対する硬化作業の的確性、確
実性を向上させている。すなわち、内側の管状ライニング材１２を紫外線の照射により硬
化させ、その光硬化の際に生じる熱を利用して、外側層である樹脂層７０の硬化や硬化の
補助を行うことができる。
【００７４】
　すなわち、本発明では、内側の工場にて予め製造される管状ライニング材１２と、施工
現場である下水道本管１０内での形成部分とが存在することから、これらの樹脂の性質を
それぞれ異なるものにすることを容易に行うことができるものである。したがって、上述
のように、光硬化と熱硬化とを併用することができ、迅速性に優れるが浸透性に問題があ
ることから更生管の厚さに制限のあった光硬化式のものと、厚さの許容範囲は大きいが、
硬化の迅速性に劣る熱硬化式のものの利点を併せ、欠点をカバーする更生管を容易に構成
することができるものである。なお、更生管形成のために用いられる熱硬化のための樹脂
や光硬化のための樹脂は、公知の種々の材料を適用することができることは勿論である。
【００７５】
　また、内外共に熱硬化のための樹脂を用いることとし、硬化温度の異なる樹脂を内側の
層と外側の層に適用することなども可能である。すなわち、内側の管状ライニング材と外
側の充填樹脂層は別々に形成されるので、内側よりも外側の層をより低い温度で硬化する
樹脂とすることにより、全体として厚さの大きくなる更生管の硬化性能を向上させること
ができる。
【００７６】
　図８は、上記各実施の形態の更生管の形成に用いる未硬化樹脂供給装置１６等の他の構
成例を示している。未硬化樹脂供給装置１６による未硬化樹脂充満領域Ｘの形成は、管状
ライニング材１２の反転挿入動作と同期させて未硬化樹脂充満領域Ｘを移動させつつ行わ
なければならないが、この未硬化樹脂充満領域Ｘの移動は、例えば、マンホール１０２側
からの牽引により行う。すなわち、ポンプ２０及びこれに連結部材１９により連結された
未硬化樹脂供給装置１６を引っ張り移動させることにより行われる。なお、牽引は供給ホ
ース２２を強度を持たせた構成とすることによりこれを利用することが可能である。
【００７７】
　この未硬化樹脂充満領域Ｘの移動の際、未硬化樹脂供給装置１６及びポンプ２０は、管
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状ライニング材１２の反転挿入の動作に対して、未硬化樹脂充満領域Ｘ内の圧力を適切な
状態に保ちつつ行わなければならない。
【００７８】
　すなわち、管状ライニング材１２の反転挿入の圧力に抗しつつ、且つ、マンホール１０
２側からの牽引による移動を適切に行うために、ポンプ２０の外側部にはブラシ状のブレ
ーキ手段８０が設けられている。ブラシ状ブレーキ手段８０は、金属製の毛部８０ａを有
しており、この毛部８０ａが下水道本管１０の内壁面に当接されて制動機能を発揮するも
のである。このような、ブラシ状ブレーキ８０を採用することにより、ブラシの毛部８０
ａの硬度や量の調整により制動力の微調整を比較的容易に行うことができる。したがって
、適切な圧力状態を保った未硬化樹脂充満領域Ｘの移動が可能となり、管状ライニング材
１２の外側に形成される樹脂の層の厚さを適切なものとすることができる。また、図示し
ていないが、ブラシの毛部８０ａの先端は、既設管である下水道本管１０の内壁面を削り
取ることなどにより傷つけることのない様に、適度な弾力性を有し、先端部は曲げられ、
或いは角のない外面形状となるように形成される。
【００７９】
　なお、本発明は上記実施の形態の構成に限定されるものではなく、発明の要旨の範囲内
で種々の変形が可能である。例えば、管状ライニング材１２や未硬化樹脂充満領域Ｘに用
いられる未硬化樹脂は、既に知られている様々な種類のものを採用することができる。ま
た、未硬化樹脂充満領域Ｘを形成し、管状ライニング材１２の外側へ未硬化樹脂を進入充
填させる手段は、上記の未硬化樹脂供給装置１６の様な装置を用いる場合に限られず、反
転挿入される管状ライニング材の外側に常に所定の圧力で未硬化樹脂を充填させることが
できるようにすれば足り、他の構成の未硬化樹脂の供給手段を用いることも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】実施の形態に係る既設管補修工法が実際に適用される状態を示す下水道システム
の全体説明図である。
【図２】実施の形態に係る既設管補修工法によって導入される更生管の構成説明図である
。
【図３】他の実施の形態に係る既設管補修工法によって導入される更生管の構成説明図で
ある。
【図４】他の実施の形態に係る既設管補修工法によって導入される更生管の構成説明図で
ある。
【図５】他の実施の形態に係る既設管補修工法によって導入される更生管の構成説明図で
ある。
【図６】他の実施の形態に係る既設管補修工法によって導入される更生管の構成説明図で
ある。
【図７】他の実施の形態に係る既設管補修工法によって導入される内外層で硬化の性質の
異なる更生管の構成説明図である。
【図８】他の実施の形態に係る既設管補修工法が実際に適用される状態を示す下水道シス
テムの全体説明図である。
【図９】図８の実施の形態に用いられたブラシ状ブレーキの構成例を示す説明図である。
【符号の説明】
【００８１】
　１０　下水道本管
　１２　管状ライニング材
　１６  未硬化樹脂供給装置
　１６ａ　装置本体部
　１７    注入口
　２２　供給ホース
　２４  パッキン
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　３０  管状不透水膜
　５０  未含浸のライニング芯材
　７０　未硬化樹脂充満領域Ｘから充填される樹脂層
　８０　ブラシ状ブレーキ
　１００、１０２　マンホール
　Ｘ　未硬化樹脂充満領域

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】
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【図８】 【図９】
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